
１．事 業 の 目 的 ・ 必 要 性 と 内 容 （ＰＬＡＮ）　※この事業を行う目的・必要性は何か。どのような取組を行っているのか。

２．概算総事業費 （ＤＯ：コスト）　※事業を行うための費用の状況はどうか。コストがどれくらいかかっているのか。
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平 成 ２７ 年 度 函 館 市 事 業 評 価 調 書

予算事項名 大事項 中事項サテライト札幌借上料 サテライト札幌借上料

区分

平成２７年６月作成

事業の
性質別

事業開始年度 根拠法令等

裁量的経費

昭和 年度27

部課名

電話
番号

競輪事業部事業課

0138-51-3121

目
的
・
必
要
性

内
　
容

【目的】

【必要性】

　市営函館競輪開催時に札幌場外車券売場として施設を借り上げて設置し，札幌近郊の競輪ファンによる当市開催競輪の車券購入を促進する。

　自転車競技法第５条の規定により，場外における車券の発売は，経済産業大臣の許可を受けた場外車券売場で行うこととなっている。
　サテライト札幌の施設は函館市の所有ではないため，車券発売時には借上料が発生する。

　函館競輪開催期間のみの借上で，サテライト札幌における車券売上額の４．３２％を借上料として支払う。

事　　業　　費　　（Ａ）

国・道

市　債

特
定
財
源

平成24年度決算 平成25年度決算

事業名

その他

一　般　財　源

職　　 員

嘱託職員

4,315

臨時職員

　　　事業を実施
　　　するために
　　必要な人件費
※人工は小数点第３位を四
捨五入しているため，実際
に人工がかかっていても0で
表示されている場合があ
る。

5,906

人件費（Ｂ）

5,906

人工

人工

総事業費計（Ａ＋Ｂ）

平成26年度予算 平成26年度決算見込 平成27年度予算 平成28年度予算要求

4,315 4,464 4,463 5,304 0

5,3044,4634,464

人工

人工 人工

人工

人工

人工

人工

300

0

0

人工 人工 人工

人工

人工

人工

人工

人工

人工

292289

0

0

292

0

0

300

0

0

0

0

0

300

6,206

289

4,604

292

4,756

サテライト札幌借上料

292

整理番号 8

（単位：人，千円）

300 0

4,755 5,604 0

0

0

あり
■法律・政令・省令名（自転車競技法、自転車競技法施行規則                     ）

□道条例，規則，要綱等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　   ）

■市条例，規則，要綱等（自転車競走条例、自転車競走条例施行規則　　　   ）



３．活　　動　　実　　績 （ＤＯ：アウトプット）　※目的を達成するためにどのように取り組み，その実績はどうか。 ４-1．成　果　等 （ＤＯ：アウトカム）　

４-2．成　果　等 （ＤＯ：アウトカム）　※事業を実施し，どのような成果が得られたのか。

５．事務事業の点検 （ＣＨＥＣＫ）

６．今後の改善策 （ＡＣＴＩＯＮ）　※今後改善する点は何か。どのように進めていくか。

参考：他の自治体の状況

借上料率

車券売上金額

4.00 4.32

107,880,200 103,312,800
成果
指標

日

活動指標名 単位

4.20

140,613,300

58発売日数

％

円
札幌近郊における競輪ファンの
車券購入手段の確保

　　　※事業の成果指標は何か。

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

55 52

事業の成果等
サテライト札幌において一定程度の売上が有り，市営函館競輪の売上額へ貢献しているとともに，札幌近郊の競輪ファンの車券の購入場所としての機能を果たしてい
る。

評価項目 評価内容 評価内容の説明 評価項目 評価内容 評価内容の説明

評価結果から明らかに
なった課題事項など

成果の達成状況

事業目的実現のための手段

今後，消費税率が１０％まで引き上げられた場合，借上料率の見直しが必要となる。

執
行
方
法

外部委託の可能性

実施方法の効率性 図られている（今後の改善は難しい）

臨時場外車券売場を開催日のみ借
上げする方式であり，市が自ら施設を
所有するよりも経済的である。消費税
率が引き上げられた場合には，借上
料率の見直しが必要となる。

施設の借り上げであり，外部委託に
は馴染まない。

節減できている

現在より増加する可能性

評価対象外

成
果
・
有
効
性

必
要
性

事業の市民ニーズ

市の関与の妥当性

コストの節減度

将来コスト増減見込み

受益者負担の適正度

自転車競技法第５条の規定により，場外
における車券の発売は，経済産業大臣
の許可を受けた場外車券売場で行うこと
となっており，函館競輪の札幌場外車券
売り場として売上に貢献している。

サテライト札幌において一定程度の
売上が有り，市営函館競輪の売上額
へ貢献しているとともに，札幌近郊の
競輪ファンの車券の購入場所として
の機能を果たしている。

コ
ス
ト・
負
担

現行どおり

（事業について）

（経費について）

　北海道唯一の競輪場である函館競輪場の開催を，道内最大の都市である札幌で発売することは，道内の競輪ファンの醸成に重要な役割を
担っている。また，函館競輪の売上にも貢献しており，今後も継続していく。

　今後，消費税率が１０％まで引き上げられることが見込まれていることから，経費の大幅な増加とならないよう，借上料率について施設所有者と
協議していく必要がある。

評価対象外

法令・条例等の根拠により関与が妥当

達成している

現手段が最適

不可能

比較参考値
（他の自治体の類似事業
の状況など）

今後の方針
（改善・

見直し内容）

基本方針


